回　答　書
令和８年４月２８日
入札参加者  各 位
斑鳩町長  中 西 　 和 夫
（公印省略）
　下記の入札業務に関して質疑がありましたので、回答いたします。
記
業務名称　令和８年度　資機材搬送車購入事業
納品場所　斑鳩町役場
	質疑１　報道等でも報じられているとおり、現在、中東情勢を背景に車両及び樹脂部品の調達環境が極めて不透明な状況にあります。特に、ナフサ由来の樹脂製品や、接着剤、塗料、及び有機溶剤等の供給不足が世界的に発生しております。当該車両に関しましても、FRP 部品や壁材、床材など多くの部品の納期が長期化する恐れがあります。納入期限までの納入に尽力致しますが、シャシや当該車両に使用している部品の遅延などにより万が一工期に影響が生じて、納期内に納入が出来ない事態が発生した場合は、納入期限の延長を認めて頂くことは可能でしょうか。
回答１　本業務における納入期限については、仕様書等に定めるとおり、原則として期限までに納入していただく必要があります。ご質問いただいた車両および部品等の調達難については、昨今の社会情勢を背景とした事象として認識しております。受託者におかれましては、納期内に納入できるよう、早期の部材発注や代替手段の検討など、可能な限りの対策を講じていただきますようお願いいたします。
　万が一、貴社の責めに帰することができない事由により納期内に納入することが困難となった場合は、契約条項（受注者の請求による納入期限の延長）に基づき対応いたします。その際は、遅滞なくその理由を明らかにした書面により、発注者へ納入期限の延長を申し出てください。延長の可否およびその日数等については、契約条項に基づき、発注者と受注者との協議のうえ、書面により定めることとなります。
　なお、事前のリスク管理および納入計画については、仕様書および契約書の内容を十分に遵守し、履行に万全を期していただきますようお願いいたします。

　　　　契約条項例
　　　　（受注者の請求による納入期限の延長）

　　　　第○条　天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。




【入札担当】　　　　


斑鳩町財政課　渡辺


ＴＥＬ　0745-74-1001（内線252）


ＦＡＸ　0745-74-1011








【業務内容担当】　　　　


斑鳩町安全安心課　東條


ＴＥＬ　0745-74-1001（内線272）


ＦＡＸ　0745-74-1011














